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購入した建物に消防法違反があったため補

修工事を余儀なくされたとして、買主が売主

及び仲介業者に対し補修費用相当額の損害賠

償を求めた事案において、消防署による消防

法違反の指摘を受けながら是正していなかっ

たことは瑕疵に当たるとして、売主の瑕疵担

保責任に基づく損害賠償を容認した一方で、

仲介業者については、本事案において消防法

違反を想定し調査する責任があったとまでは

いえないとして、仲介業者に対する善管注意

義務違反による損害賠償請求を棄却した事例

（大阪地裁　平成22年３月３日判決　一部認

容　ウエストロージャパン）

１　事案の概要

買主Ⅹは、宅建業者Ｚの仲介により売主Ｙ

から本件土地建物を１億９千５百万円で購入

し、平成19年３月に引渡しを受けた。

Ｘは同年７月頃、内装工事のため消防署に

問い合わせたところ、Ｙは平成15年９月、本

件建物に対する消防署立入検査で「屋内消火

栓の不設置及び地下１階駐車場の特殊消火設

備の不設置（以下「本件違反事実」という。）」

の指摘を受けていたこと、同年10月に本件違

反事実の改善書を消防署に提出したが、実際

はこれを是正していなかったことを知った。

本件売買契約に先立って、ＺはＸに対し、

Ｙが平成18年４月に消防署に提出した消防用

設備等点検結果報告書（以下「点検報告書」

という。）により本件建物に関する消防法違

反の瑕疵について説明をしたが、点検報告書

には本件違反事実は記載されていなかった。

Ｘは本件違反事実の是正のため、消防署指

導のもと地下１階駐車場面積を縮小し、一部

にシャッターを入れて倉庫に改造する工事を

行い、工事費用210万円を支払った。

Ｘは、Ｙに対しては売主瑕疵担保責任に基

づき、Ｚに対しては媒介契約の善管注意義務

違反に基づき、工事費用相当額210万円の損

害賠償を請求した。

Ｘの請求に対し、Ｙは、「本件違反事実が

あっても建物使用に支障はなく、本件違反事

実は瑕疵には当たらない。本件違反事実はＺ

に口頭により説明しており、Ｘに対して説明

義務を負うのはＺである。Ｙは売買契約書の

売主瑕疵担保責任免除の特約により免責され

ている。」等とＹの責任を否定した。

またＺは、「Ｙよりは、点検報告書を受領

しただけで本件違反事実についての説明は受

けていない。仲介業者は違反事実を知ってい

た場合を除いて、消防法違反についての積極

的調査義務はない。ＺはＸに対し消防法に関

して確認をする必要があることを認めたり、

調査を約束したりしたことはない。」とその

責任を否定した。

２　判決の要旨

裁判所は以下のように判示し、ＸのＹに対

する請求を認容する一方、Ｚに対する請求は

棄却した。

最近の判例から　 盧 

建物の消防法違反に関して、売主の瑕疵担保責任が認めら
れ、仲介業者に積極的調査説明義務はないとされた事例

（大阪地判　平22・３・３　ウエストロージャパン） 中戸 康文



盧 本件違反事実が瑕疵に当たるか

本件違反事実は、消防署より指摘を受け、

改善が求められており、本件建物を消防法と

の関係で適法に使用するためには、相応の改

修費用が必要なのであるから、本件建物の瑕

疵に当たる。そして、Ｘは本件違反事実を知

らず、また知らなかったことに過失はなかっ

たのであるから、本件違反事実は民法570条

の隠れたる瑕疵に当たる。

盪 瑕疵担保免責特約について

証拠等によれば、Ｙは平成15年の消防署立

入検査により本件違反事実を知っていたにも

かかわらず、その事実を売買契約の締結に際

しＸ及びＺに告知していたとは認められな

い。従って、Ｙは瑕疵担保責任を免れない

（民法572条）。

蘯 仲介業者の調査説明義務について

Ｚは、本件仲介契約に基づきＸに対し善良

な管理者の注意をもって本件売買契約の目的

を達成するために必要な調査報告義務を負

う。

しかし、本件建物の東側に増改築部分があ

ること、地下駐車場があることをもって、Ｚ

が消防法違反の存在を想定すべきであったと

はいえないし、また、ＺはＸから点検報告書

の交付を受け、これ以外に書類はないとの説

明をＸより受けていたのであるから、Ｚに消

防法違反の事実があることを想定し消防署に

問い合わせる等の積極的な調査義務があった

ともいうことはできない。

ＸはＺが消防法違反について消防署に調査

する旨約束したと主張するが、この主張は事

実経過と整合しない一方、売買取引後になっ

てＸが当該主張を始めたというＺの供述は、

Ｚ作成の経過報告書の内容と整合し、信用性

があることから、Ｘ主張の約束があったとは

認められない。

盻 損害について

Ｘは、本件違反事実の是正のための改修工

事費用210万円を支払ったものであるが、当

該改修工事は、本来は全館にスプリンクラー

を設置し、地下１階駐車場に特殊消火設備を

設置するため２千５百万円余が必要なとこ

ろ、消防署の指導のもと地下１階駐車場の面

積を縮小し、一部にシャッターを入れて倉庫

に改造する工夫をして改修工事費用の圧縮を

図ったものであり、本件違反事実の是正のた

めにＸに生じた損害であると認められる。

以上により、ＸのＹに対する請求は理由が

あるからこれを認容し、ＸのＺに対する請求

は理由がないからこれを棄却する。

３　まとめ

本件は、消防法違反に関する売主の瑕疵担

保責任と仲介業者の説明義務の範囲が示され

た典型的な事例として紹介する。

発生した火災が建物の消防法違反等により

損害を拡大させ第三者に損害を与えた場合、

建物所有者は工作物責任（民法717条）が問

われることになる（新潟地裁　昭和58・６・

21判決　判例タイムズ508－175他）。本件消

防法違反について売主の瑕疵担保責任が認め

られた判断については異論のないところであ

ろう。

仲介業者には、依頼された事項や、宅地建

物取引業者として通常の注意を払った結果瑕

疵を疑うべき事象等がある場合には積極的調

査義務があるので、実務担当者は十分注意し

ていただきたい。

なお、本件のような当事者の認識の相違は

起きやすく、これが紛争を発生させたり、拡

大させたりすることはしばしば見られるとこ

ろである。紛争を予防し、あるいは的確に対

処していくための有効な手段として、常に取

引経緯等を記録しておくことが有用である。

（調査研究部調査役）
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